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【はじめに】 

 

 私たち根室市学校における給食に関する検討委員会委員は、令和 4 年 11 月

30 日に根室市教育委員会より委嘱を受け、根室市学校給食共同調理場 3施設

の老朽化・狭あい化など、根室市の学校給食を取り巻く喫緊の課題を受け、

将来に向け望ましい学校における給食のあり方について検討を進めることと

しました。 
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【検討経過】 

 
 日時と会場 議事及び主な意見 

第１回 令和 4 年 

11 月 30 日（水） 

12:15～13:00 

花咲小学校 

① アンケート調査の内容確認 

・「おかずの種類（品数）」に関する設問を追加 

② 学校給食の試食及び意見交換 

・おおむね「美味しい」との感想 

・「おかずの品数を増やしても良いのでは」との意見多数 

児童・生徒へのアンケート調査の実施【各学校取りまとめ提出期限：12 月 20 日（火）】 

第 2 回 12 月 23 日（金） 

13:30～14:30 

根室市総合文化会館 

第 2 講座室 

① 「根室市の学校給食について」 

 ・施設の老朽化について再認識 ・多くの食数をこなす調理員を評価 

・年間 2億円以上の経費を要することへの驚き 

② 「学校における給食に関する検討資料」に基づく意見交換 

・これからの給食施設はアレルギー対応を考えていかなければならないが、 

 別ラインを設けなければならず公設直営の場合負担増 

 ・民営化となった場合、給食費無償化の継続や単価維持への不安 

 ・将来的な児童生徒数の減少と施設規模のバランスの問題 

第３回 令和 5 年 

1 月 31 日（火） 

12:30～13:30 

根室市総合文化会館 

① アンケート調査の結果報告  資料１ 資料２ 参照 

  ・児童生徒は現在の給食に概ね満足しているが、残食する子の割合 73％が課題 

② スクールランチの試食及び意見交換 

 ・価格面の課題はあるが、栄養バランス、ワンプレートの見栄え、アレルギー対 

応可、高校生への拡大可等について評価 

第 4 回 ２月 17 日（金） 

13:30～14:15 

根室市総合文化会館 

意見書（素案）に基づき意見交換 

 おおむね了承としながらも次の意見あり ・アレルギー対応の実現  

・地場産食材をより多く ・調整機能を果たす学校給食協会の存続  

第５回 3 月 22 日（水） 

13:30～14:15 

根室市役所 大会議室 

意見書（案）に基づき意見交換 

検討委員会の意見に「主食・副食・飲み物等のバランスに配慮したメニューの 

検討」を追加し、意見書の内容確定 
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【検討委員会で出された意見（要綱第 2条に基づく分類）】 

（１）学校における給食の一層の充実に関すること 

 ・副食（おかず）の品数を増やしてほしい（野菜・漬物・デザート等でもよいので） 

 ・子どもたちに人気のメニューを定期的に提供してほしい 

 ・スープ類・汁物はできるだけメニューに入れてほしい 

 ・主食・副食・飲み物等のバランスに配慮したメニューを検討してほしい 

 ・残食が減るようにメニューや味付けを工夫してほしい 

 ・子どもたちの学校に通う楽しみがさらに増えるような温かくて美味しい給食を提供して 

ほしい 

（２）学校における給食に関する施設等に関すること 

・３つの給食共同調理場の老朽化・狭あい化によりメニューや品数が制限されているので、 

  集約化を図るべき 

 ・今後の施設機能にはアレルギー対応が求められる 

 ・将来的な児童生徒数の推移に見合った施設規模もしくは供給体制を検討すべき 

 ・ワンプレートなど好印象を与える食器を配備してほしい 

・食器数を抑えて子どもたちが配膳に要する時間を削減し喫食の時間を確保してほしい 

（３）学校における給食の安全性に関すること 

 ・アレルギーのある子のために代替食などの対応を実現してほしい 

（４）食育の充実に関すること 

 ・給食のメニューづくりや子どもたちの食育指導（授業含む）を担う栄養士の確保 

 ・栄養士と根室市食生活改善協議会など地域の皆さんが連携した食育事業の展開 

 ・地場産品を用いたメニューの拡充 

 ・ふるさと給食の食材生産者（漁業者や酪農家など）から話を聞くなど学ぶ機会の充実 

（５）その他学校における給食に関すること 

 ・給食食材を納入している市内業者や主食（米飯・パン）製造市内業者を守る 

 ・現在３つの給食調理場に勤務している調理員の雇用を守る 

 ・関係する市内業者や調理員の雇用を守る上で調整機能を果たす学校給食協会の存続 

 ・学校給食の無償化をできる限り継続してほしい 

 ・教職員の給食費が管内他町に比べ高くなっていることについて配慮・対策が必要 

 ・根室高校生への給食の提供を視野に入れてほしい 
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【検討経過を踏まえた最終意見】 

 

 

 

１．給食の提供に当たっては、児童・生徒の嗜好や発達段階に応じたメニュー

や量を提供することが重要であり、この点を確保できる体制を整備すること。 

 

２．人口減少、特に児童生徒数の減少を踏まえ、持続可能な学校給食等の供給

体制を考慮すること。 

 

３．学校給食等の意義を踏まえ、アレルギー対応を含め児童生徒に安心・安全

な食事を提供すること。また、その際、食育の充実の観点から、全校体制の

中で、食に関する指導が継続できるよう配慮すること。 

 

４．地産地消を図り、地元の産物を大切にする心を育むことを重視すること。 

 

５．市の子育て支援施策の要でもある学校における給食の無償化を可能な限り 

継続するとともに、根室高校生への提供を視野に入れること。 

 

６．これまで根室市の学校給食を支えてきた地元業者を無下にすることは、地 

元産業の衰退に繋がりかねないことから、給食を支える地元業者の維持・継 

続を保障すること。 

 

７．給食に関する人材を雇用することは、根室市の経済発展にも関わることで

あり、雇用確保の観点にも留意すること。 

 

８．教職員の給食費負担について、管内４町とのバランスに配慮すること。 
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【むすびに】 

 

 私たち根室市学校における給食に関する検討委員会の委員を務めた 10名

は、令和 4 年 11 月 30 日の第 1回開催以来、児童・生徒へのアンケート調査

の実施、学校給食やスクールランチの試食等を行いながら、5回にわたる意 

見交換及び各委員が気づいた点を FAX 送信するなどして、この意見書を取り

まとめました。 

 私たちは、この委員会を通じて、根室市学校給食共同調理場 3 施設の老朽

化・狭あい化、学校給食におけるアレルギー対応、今後の児童生徒数の減少

と新施設規模のバランス、地元経済・雇用への配慮などの課題について認識

するとともに、今後さらに児童・生徒が「美味しい」と喜んでくれて、食育

や地産地消にもつながる学校給食の提供を持続可能なものにしていくことが

重要であることを共に理解しました。 

 私たちは、根室市で育つ子どもたちが、温かくて美味しい給食を食べて、

みんな笑顔になって学校に通う楽しみが増えたり、健やかに成長していって

くれることを願っています。 

私たちの思いが詰まったこの意見書を参考として、根室市が将来に向け学

校給食のより良い方向性を導き出すことを心から願っています。 

 

 

令和５年３月２８日 

 

根室市教育委員会 

教育長 波 岸 克 泰 様 

 

根室市学校における給食に関する検討委員会  

委員長  惣 万  読 

 

 



 

6 
 

令和４年１１月１４日 

根室市教育委員会訓令第６号 

 
根室市学校における給食に関する検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市の学校における給食の一層の充実を図るとともに、安全性の確保及び食育の充実等に

ついて検討するため、根室市学校における給食に関する検討委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

（検討事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、教育委員会に意見を述べるものとする。 

（１） 学校における給食の一層の充実に関すること。 

（２） 学校における給食に関する施設等に関すること。 

（３） 学校における給食の安全性に関すること。 

（４） 食育の充実に関すること。 

（５） その他学校における給食に関すること。 

（組織） 

第 3 条 委員会は、委員 10 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

（１） 根室市立学校に就学する児童の保護者の代表者 

（２） 根室市立学校に就学する生徒の保護者の代表者 

（３） 根室市立学校校長会の代表者 

（４） 根室市立学校教頭会の代表者 

（５） 根室市学校給食協会の代表者 

（６） 学校における給食に関する識見を有する者 

（７） その他教育委員会が適当と認める者 

（報酬等） 

第 4 条 委員会委員は無報酬とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各 1 人を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、委員会の会議の議長となる。 

３ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 

（関係者の出席） 

第７条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、又は関係者から意見

若しくは資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。 
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（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、学校における給食に関する検討委員会報告書の提出をもって、その効力を失う。 
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根室市学校における給食に関する検討委員会 委員名簿 

任期：令和 4 年 11 月 30 日～令和 5 年 3 月 31 日 

 氏  名 所  属 備  考 

1 惣万 読 会社役員 
◎委員長 

R4 年度北斗小学校学校運営協議会委員 

２ 谷川昭次 根室市 PTA 連合会会長 
○副委員長 

 

3 松橋紗美 根室市 PTA 連合会副会長 
 

 

4 岡田勝治 会社員 
 

根室市青年サークル連絡協議会会長 

5 鎌田美智子 放課後教室指導員 
 

根室市青年サークル連絡協議会副会長 

6 加藤和弘 
落石小学校校長 

根室市小中学校校長会会長 
 

7 竹村雅裕 
成央小学校教頭 

根室市小中学校教頭会会長 
 

8 加藤義則 根室市学校給食協会事務主任 
 

 

9 堰川麻美 根室市学校給食協会事務局員 
 

 

10 荒関恵美子 根室市社会教育委員 
根室高等学校学校評議員 

元根室市食生活改善協議会会長 
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第１回根室市学校における給食に関する検討委員会の様子（令和 4 年 11 月 30 日） 
【第 1回会議での「根室市学校給食」試食メニュー】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【左から時計回りに】キムチすき焼き、ご飯、牛乳、焼きつくね 

【第 3回会議（令和 5年 1 月 31 日）でのコープさっぽろ「スクールランチ」試食メニュー】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【左から時計回りに】ワカメと豆腐のすまし汁、さばバター生姜醬油焼き、さつま芋と大豆の金平、ご飯 

 


